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は
じ
め
に

　

近
時
に
お
け
る
民
法
（
債
権
法
）
の

改
正
に
か
か
わ
る
「
債
権
法
改
正
の
基

本
方
針
」（
注
１
、
以
下
「
基
本
方
針
」

と
い
う
）
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
そ
の

内
容
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
金
融

機
関
に
お
い
て
リ
ー
ガ
ル
面
の
リ
ス
ク

管
理
を
担
当
し
て
い
る
弁
護
士
の
立
場

か
ら
、
実
務
に
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ

る
論
点
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
行
う
。

　

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
見
解
は
筆
者

個
人
の
も
の
で
あ
り
、
筆
者
が
所
属
す

る
団
体
等
の
意
見
で
は
な
い
。

1　

相
殺
に
つ
い
て

（
１
） 

相
殺
の
遡そ

及
効
と
第
三
者
に
よ
る

相
殺

　

基
本
方
針
に
よ
れ
ば
、
相
殺
の
遡
及

効
を
定
め
る
民
法
506
条
２
項
の
考
え
方

を
変
更
し
、
対
立
す
る
両
債
権
は
相
殺

の
意
思
表
示
の
と
き
に
消
滅
す
る
と
す

る
提
案
が
な
さ
れ
て
お
り
（
３
・
１
・

３
・
25
）、
よ
り
簡
明
な
法
律
関
係
の

処
理
を
図
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
民
法
474
条
の
定
め
る
第
三
者

弁
済
の
規
定
を
踏
襲
し
つ
つ
（
３
・
１

・
３
・
02
）、
こ
れ
と
同
じ
要
件
の
下

で
、
債
権
者
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る

第
三
者
も
相
殺
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

（
３
・
１
・
３
・
23
）。

（
２
）
不
法
行
為
と
相
殺

　

不
法
行
為
に
よ
り
生
じ
た
損
害
賠
償

請
求
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
禁

じ
た
民
法
509
条
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

一
部
変
更
し
、

① 　

債
権
者
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
る

こ
と
を
意
図
し
て
し
た
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権

② 　

債
権
者
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
る

こ
と
を
意
図
し
て
し
た
債
務
の
不

履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権

③ 　

生
命
ま
た
は
身
体
の
侵
害
が
あ

っ
た
こ
と
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請

求
権

を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
禁
じ
る

と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
（
３
・
１

・
３
・
28
）。
こ
の
提
案
は
、
受
働
債
権

の
発
生
原
因
を
債
務
不
履
行
に
基
づ
く

損
害
賠
償
請
求
権
を
含
め
つ
つ
、
相
殺

が
禁
止
さ
れ
る
範
囲
を
限
定
し
て
、
一

定
の
場
合
の
み
相
殺
を
禁
止
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
一
定
の
場
合

に
相
殺
を
認
め
て
簡
易
な
決
済
を
図
っ

た
方
が
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
妥
当
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
も
の

の
、「
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
意

図
し
て
し
た
」
と
の
要
件
は
必
ず
し
も

明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
文
理
か
ら
す

れ
ば
、
単
な
る
故
意
で
は
な
く
、
よ
り

積
極
的
な
害
意
を
要
求
す
る
趣
旨
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
な
る
要
件
の

明
確
化
が
望
ま
れ
る
。

（
３
）
差
押
え
と
相
殺

　

次
に
、
い
わ
ゆ
る
差
押
え
と
相
殺
の

問
題
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
す
る
。

　

こ
れ
は
、
受
働
債
権
に
差
押
え
等
が

あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
相
殺
の
可
否
に

関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
判
例
は
い
わ

ゆ
る
無
制
限
説
を
採
用
し
、
受
働
債
権

に
差
押
え
等
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
自

働
債
権
が
差
押
え
の
後
に
取
得
さ
れ
た

も
の
で
な
い
限
り
、
両
債
権
の
弁
済
期

の
先
後
を
問
わ
ず
差
押
債
権
者
に
相
殺

を
も
っ
て
対
抗
で
き
る
と
す
る
も
の
で

あ
る
（
注
２
）。

　

こ
の
判
例
は
同
時
に
相
殺
予
約
（
受

働
債
権
に
対
す
る
差
押
え
、
仮
差
押
え

等
が
あ
っ
た
場
合
に
、
自
働
債
権
の
期

限
の
利
益
が
当
然
に
喪
失
さ
れ
、
相
殺

が
可
能
と
な
る
旨
の
契
約
条
項
）
に
つ

い
て
、
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
そ
の
効

力
を
有
効
と
し
て
い
る
。
銀
行
取
引
等

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
金
銭
消
費
貸
借

契
約
書
等
の
ほ
か
、
一
般
の
取
引
に
使

用
さ
れ
る
契
約
書
に
も
こ
の
相
殺
予
約

に
か
か
わ
る
条
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る

場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
無

制
限
説
に
立
つ
限
り
、
受
働
債
権
に
差

押
え
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時

点
で
相
殺
適
状
が
生
じ
、
相
殺
が
可
能

に
な
る
。

　

こ
の
点
、
基
本
方
針
は
、

① 　

自
働
債
権
を
差
押
え
等
の
申
立

て
が
あ
っ
た
後
に
取
得
し
た
場
合

で
、
か
つ
、
そ
の
申
立
て
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
を
除

い
て
相
殺
は
可
能
で
あ
る

と
し
つ
つ
、

② 　

相
殺
予
約
等
の
合
意
に
つ
い
て

は
、双
方
の
債
権
が
当
事
者
の「
特

定
の
継
続
的
取
引
」
に
よ
っ
て
生

じ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
有

効
で
あ
る

と
し
て
い
る
（
３
・
１
・
３
・
30
）。

　

基
本
方
針
は
、
②
の
相
殺
予
約
に
つ

い
て
「
差
押
債
務
者
が
第
三
債
務
者
と

の
間
の
合
意
を
介
し
て
差
押
え
の
処
分

禁
止
効
を
実
質
的
に
奪
胎
し
よ
う
と
す

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
否
定
の
評
価

が
与
え
ら
れ
る
。」と
し
て
い
る
が（〈
３

・
１
・
３
・
30
〉
の
提
案
要
旨
参
照
）、

疑
問
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
差
押
え
の
本

質
論
と
の
関
係
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
「
弁

済
期
の
定
め
は
債
権
自
体
に
内
在
す
る

制
約
で
あ
っ
て
、
期
限
の
利
益
喪
失
約

款
も
そ
の
一
種
で
あ
る
。（
注
３
）」と
の

見
解
が
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
利
益

考
量
の
観
点
か
ら
も
、
相
殺
予
約
は
、

差
押
債
権
者
が
受
働
債
権
の
差
押
え
に

着
手
す
る
前
に
、
債
権
者
（
第
三
債
務

者
）
が
そ
の
有
す
る
自
働
債
権
の
保
全

を
図
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
債
務
者
と

の
間
の
契
約
に
お
い
て
合
意
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
努
力
」
を

尽
く
し
た
債
権
者
（
第
三
債
務
者
）
に

つ
い
て
は
、
差
押
債
権
者
に
比
し
て
そ

の
要
保
護
性
は
大
き
い
も
の
と
考
え
る
。

　

な
お
、
ど
の
よ
う
な
取
引
が
「
継
続

的
取
引
」
に
該
当
す
る
の
か
に
つ
い
て

も
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
の

点
、
継
続
的
給
付
を
目
的
と
す
る
継
続

的
債
務
を
成
立
さ
せ
る
契
約
を
「
継
続

的
契
約
」と
定
義
す
る
見
解
や（
注
４
）、

存
続
期
間
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
間
に
履
行
が
繰
り
返
さ
れ
る
契
約

を
「
継
続
的
契
約
」
と
す
る
見
解
が
あ

る
（
注
５
）。
基
本
方
針
は
、
継
続
的
な

取
引
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
で
は
、
相

互
に
債
権
債
務
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に

よ
り
信
用
を
与
え
合
っ
て
い
る
関
係
に

あ
る
と
評
価
さ
れ
、
頻
繁
に
相
手
方
の

信
用
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
負

担
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
提
案
の
趣

旨
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（〈
３
・
１

・
３
・
30
〉
の
提
案
要
旨
参
照
）、
こ
の

趣
旨
に
沿
っ
た
取
引
関
係
に
あ
る
か
否

か
が
、「
継
続
的
取
引
」
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
の
判
断
の
基
準
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。

（注１）民法（債権法）改正検討委員会『別冊NBL№126　債権法改正の基本方針』（商事法務）ほか。

（注２）最大判昭和45.6.24民集24巻6号587頁。

（注３） 荒木新五「『基本方針』における相殺規定の改正提案の問題点」『銀行法務21』（経済法令研
究会）708号23頁。

（注４）我妻榮ほか『コンメンタール民法 総則・物権・債権（第2版）』（日本評論社）952頁。

（注５）内田貴『民法Ⅱ　債権各論（第2版）』（東京大学出版会）20頁。

債権法改正が企業のリスク管理業務に
どのような影響を与えるのか考察する。

よしざわ・としゆき　 京都大学法学部卒業後、東京銀行（現三
菱東京UFJ銀行）勤務を経て1994年4月弁護士登録。2007年
10月からネット専業銀行において社内弁護士として勤務する。
専門は金融商品取引法、倒産法、会社法ほか。2001年から日弁
連の国際司法支援活動に携わる。金融法学会会員。

吉澤敏行住信SBIネット銀行
弁護士

債権法改正（上）

「
努
力
」
を
尽
く
し
た
債
権
者
に
つ
い
て
は
、

差
押
債
権
者
よ
り
も
要
保
護
性
は
大
き
い

と
考
え
ら
れ
る
│
。

特集
企業のリスク対策と債権法改正
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九
七
億
円
、二
〇
〇
七
年
に
は
一
七
八
二
億
円
、

二
〇
〇
八
年
に
は
五
四
二
九
億
円
、
二
〇
〇
九

年
に
は
三
四
四
三
億
円
と
、
著
し
い
伸
び
を
示

し
て
い
る
。
同
時
期
の
中
国
へ
の
対
外
直
接
投

資
額
が
、
七
二
六
二
億
円
か
ら
六
四
九
二
億
円

と
微
減
傾
向
に
あ
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
近

年
の
日
本
企
業
の
イ
ン
ド
へ
の
傾
倒
ぶ
り
が
ま

す
ま
す
浮
き
彫
り
と
な
る
。

　

二
〇
一
〇
年
九
月
九
日
に
は
、
日
本
と
イ
ン

ド
の
間
で
経
済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
が
実
質

合
意
に
至
っ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
ま
ま
無
事
、経
済
連
携
協
定
締
結
に
至
れ
ば
、

日
印
間
の
モ
ノ
・
人
・
サ
ー
ビ
ス
の
交
流
は
さ

ら
に
加
速
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
今
後
の
日
本
企
業
に
よ
る
イ
ン
ド
進
出
を

　

今
後
も
市
場
の
拡
大
が
予
想
さ
れ
る
イ
ン
ド
。

企
業
が
進
出
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
法
的
リ
ス

ク
に
つ
い
て
、
二
回
に
わ
た
っ
て
解
説
す
る
。

は
じ
め
に

　

イ
ン
ド
は
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ

ッ
ク
以
降
世
界
経
済
が
停
滞
す
る
中
で
、
中
国

な
ど
と
並
ん
で
い
ち
早
く
経
済
が
回
復
基
調
に

あ
り
、
高
い
経
済
成
長
率
を
達
成
し
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
八
月
三
一
日
の
イ
ン
ド
政
府
の
発

表
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
二
〇
一
〇
年
四
〜
六

月
期
の
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
成
長
率
は
、

前
年
同
期
比
八
・
八
％
増
で
あ
り
、
こ
れ
は
四

半
期
ベ
ー
ス
で
は
二
〇
〇
八
年
一
〜
三
月
期
以

降
で
最
も
高
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
高
い
成
長
率
は
、
一
一
億
を
超
え
る
人

口
（
特
に
そ
の
中
の
中
流
階
級
）
が
構
成
す
る

巨
大
な
市
場
、
Ｉ
Ｔ
産
業
に
代
表
さ
れ
る
世
界

的
に
高
評
価
を
受
け
る
産
業
の
存
在
、
外
資
の

積
極
的
な
導
入
に
よ
る
技
術
革
新
な
ど
の
要
素

に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
専
門
家
に
よ
っ

て
、
イ
ン
ド
経
済
の
高
成
長
は
今
後
も
長
期
に

わ
た
っ
て
継
続
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
成
長
市
場
と
し
て
の
将
来
性
を

見
込
ん
だ
日
本
企
業
に
よ
る
イ
ン
ド
進
出
は
、

特
に
こ
こ
数
年
大
き
な
伸
び
を
示
し
て
い
る
。

財
務
省
の
地
域
別
対
外
直
接
投
資
統
計
（
図
表

１
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
か
ら
イ
ン
ド
へ
の
対
外

直
接
投
資
額
は
、
二
〇
〇
五
年
に
は
二
九
八
億

円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
六
年
に
は
五

海 外 進 出 前 の 企 業 実 務 を 総 点 検 ！

インド進出企業の
法務リスク〈上〉

ことうら・りょう　 2002年京都大学法学部卒業。2003年弁
護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2009
年コロンビア大学ロースクールLL.M。2010年ニューヨーク州
弁護士登録。インド現地の法律事務所での勤務経験を生かし、
日本企業によるインドへの進出、現地企業買収、契約締結、労務
管理、知的財産権管理等に関するアドバイスを多数行っている。

図表１　地域別対外直接投資統計

出典：財務省ウェブサイト▶http://www.mof.go.jp/bpoffi  ce/bpdata/fdi/d2bop.csv

さ
ら
に
促
進
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

他
方
、
こ
の
よ
う
に
日
本
企
業
に
よ
る
イ
ン

ド
進
出
が
加
速
度
的
に
増
加
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
現
状
で
は
イ
ン
ド
の
法
制
度
、
規

制
、
法
律
実
務
が
十
分
に
日
本
企
業
に
周
知
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
イ
ン
ド
の
法
制
度

を
十
分
に
把
握
し
な
い
ま
ま
に
、
イ
ン
ド
企
業

と
の
取
引
を
行
っ
た
り
、
イ
ン
ド
現
地
に
事
業

拠
点
を
設
立
す
る
こ
と
は
、
日
本
企
業
に
大
き

な
法
的
リ
ス
ク
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
イ
ン
ド
に
進
出
す
る

日
本
企
業
が
把
握
し
て
お
く
べ
き
基
本
的
な
法

制
度
、
規
制
お
よ
び
法
律
実
務
に
つ
い
て
、
基

本
的
概
念
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
ド
企

業
と
取
引
を
行
う
場
合
の
留
意
点
、
お
よ
び
イ

ン
ド
に
事
業
拠
点
を
設
立
、
運
営
す
る
場
合
の

留
意
点
を
述
べ
る
。

基
本
的
概
念

（
１
）
イ
ン
ド
の
法
体
系

　

イ
ン
ド
は
、
一
九
四
七
年
の
独
立
に
至
る
ま

で
の
長
期
に
わ
た
る
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地

支
配
を
経
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
制
度
、
法
体

系
を
多
く
導
入
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
コ
モ
ン

ロ
ー
（com

m
on law

）
の
法
体
系
を
採
用
し

て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
重
要
な
法
令
は
基
本
的
に
す
べ

て
成
文
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、判
例
や
慣
習
は
、

法
令
の
解
釈
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
い

わ
ゆ
る
大
陸
法
の
法
体
系
を
採
用
す
る
日
本
に

お
い
て
も
、
法
解
釈
に
あ
た
っ
て
判
例
、
慣
習

が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
た
め
、
イ

ン
ド
の
法
体
系
は
、
実
質
的
に
は
日
本
の
も
の

と
大
差
は
な
い
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
連
邦
制

　

イ
ン
ド
は
二
八
の
州
お
よ
び
七
の
連
邦
直
轄

領
か
ら
成
る
連
邦
制
国
家
で
あ
り
、
法
律
に
は

連
邦
法
と
州
法
と
が
あ
る
。

　

イ
ン
ド
憲
法
（Constitution of India

）
246

条
は
、
そ
の
別
紙
７
に
お
い
て
、
法
令
分
野
を

連
邦
政
府
リ
ス
ト
、
州
リ
ス
ト
、
連
邦
政
府
お

よ
び
州
リ
ス
ト
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
連

邦
政
府
リ
ス
ト
に
列
挙
さ
れ
た
法
令
分
野
に
つ

い
て
は
国
会
が
、
州
リ
ス
ト
に
列
挙
さ
れ
た
法

令
分
野
に
つ
い
て
は
州
議
会
が
、
連
邦
政
府
お

よ
び
州
リ
ス
ト
に
列
挙
さ
れ
た
法
令
分
野
に
つ

い
て
は
、
国
会
お
よ
び
州
議
会
の
双
方
が
立
法

権
を
有
す
る
。

　

主
要
な
法
令
分
野
に
つ
い
て
は
連
邦
政
府
リ

ス
ト
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
外
資
規
制

関
連
法
令
や
会
社
法
な
ど
は
連
邦
政
府
リ
ス
ト

に
属
す
る
。
も
っ
と
も
、
一
定
の
業
種
や
商
取

引
に
係
る
規
制
や
地
方
税
制
に
つ
い
て
は
州
が

立
法
権
を
有
し
て
い
る
た
め
、
イ
ン
ド
に
進
出

し
て
現
地
で
事
業
活
動
を
行
う
場
合
、
当
該
事

業
拠
点
の
あ
る
州
の
州
法
に
つ
い
て
も
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

弁護士　琴浦 諒

（単位：億円）

年 対印直接投資額 対中直接投資額

2005 298 7,262

2006 597 7,172

2007 1,782 7,305

2008 5,429 6,700

2009 3,443 6,492


